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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面の第１開口と第２面の第２開口とを貫通する貫通孔を有する基板と、
　前記貫通孔内に配置された充填物と、を備え、
　前記第２開口は前記第１開口よりも大きく、かつ、前記第１開口と前記第２開口との間
に平面視における面積が最も小さい最小開口部が存在し、
　前記第２開口と前記最小開口部との間に、断面視において前記貫通孔の側壁の少なくと
も一部が、変曲点を有する曲線を含み、
　前記第１面及び前記第２面の何れか一方に露出する前記充填物に接触するように配置さ
れた気体放出部を有することを特徴とする貫通電極基板。
【請求項２】
　前記第２開口と前記変曲点との間に平面視における面積が最も大きい最大開口部が存在
することを特徴とする請求項１に記載の貫通電極基板。
【請求項３】
　第１面の第１開口と第２面の第２開口とを貫通し、前記第１開口と前記第２開口との間
に前記第１開口より平面視における面積が小さい第１部分並びに前記第１部分及び前記第
１開口より平面視における面積が大きい第２部分を有する貫通孔を有する基板と、
　前記貫通孔内に配置された充填物と、を備え、
　前記第１部分と前記第２部分との間に、断面視において前記貫通孔の側壁の少なくとも
一部が、変曲点を有する曲線を含み、
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　前記第１面及び前記第２面の何れか一方に露出する前記充填物に接触するように配置さ
れた気体放出部を有することを特徴とする貫通電極基板。
【請求項４】
　前記第２開口は、前記第１開口より平面視における面積が大きく、
　前記第２部分は、前記第２開口より平面視における面積が大きいことを特徴とする請求
項３に記載の貫通電極基板。
【請求項５】
　前記気体放出部は、前記貫通孔内の気体を外部に放出させる絶縁性樹脂であることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか一に記載の貫通電極基板。
【請求項６】
　前記気体放出部の少なくとも一部は、前記貫通孔の側壁と前記充填物との間にも配置さ
れることを特徴とする請求項１乃至５の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項７】
　前記気体放出部は開口を有し、前記気体放出部の開口は、前記基板側から離間するにし
たがって平面視における面積が大きくなることを特徴とする請求項１乃至６の何れか一に
記載の貫通電極基板。
【請求項８】
　前記貫通孔の側壁と前記充填物との間には、導電膜が配置されることを特徴とする請求
項１乃至７の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項９】
　前記貫通孔の側壁と前記充填物との間には、前記貫通孔の側壁側から絶縁膜及び導電膜
が順に配置されることを特徴とする請求項１乃至７の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項１０】
　前記導電膜は、前記第１面及び前記第２面上にも配置されることを特徴とする請求項１
乃至９の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項１１】
　前記充填物は、導電性材料であることを特徴とする請求項１乃至７の何れか一に記載の
貫通電極基板。
【請求項１２】
　前記充填物は、絶縁性材料であることを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一に記載
の貫通電極基板。
【請求項１３】
　前記基板は、絶縁性を有することを特徴とする請求項１乃至７の何れか一に記載の貫通
電極基板。
【請求項１４】
　前記基板は、導電性を有することを特徴とする請求項１乃至１０の何れか一に記載の貫
通電極基板。
【請求項１５】
　前記気体放出部は、開口を有し、
　前記気体放出部の開口が前記第１開口及び前記第２開口と重畳することを特徴とする請
求項１乃至７の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項１６】
　前記気体放出部は、開口を有し、
　前記気体放出部の開口が前記第１開口及び前記第２開口と重畳しないことを特徴とする
請求項１乃至１０の何れか一に記載の貫通電極基板。
【請求項１７】
　前記気体放出部は、前記第１面及び前記第２面に配置され、
　前記第２面側の前記気体放出部が前記充填物に接触する面積が、前記第１面側の前記気
体放出部が前記充填物に接触する面積よりも大きいことを特徴とする請求項１乃至１６の
何れか一に記載の貫通電極基板。
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【請求項１８】
　ＬＳＩ基板と、半導体チップと、請求項１乃至１７の何れか一項に記載の貫通電極基板
とを有することを特徴とする半導体装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、基板の表面と裏面を貫通する貫通電極を備えた貫通電極基板に関し、特に、複
数の素子の間を接続するためのインターポーザ基板として用いられる貫通電極基板に関す
る。また、貫通電極基板を用いた半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、ＬＳＩチップ間のインターポーザとして基板の表面と裏面を導通する導通部を備え
た貫通電極基板の開発が進んできている。このような貫通電極基板では、貫通孔内部に電
解めっきなどによって導電材を充填することで貫通電極が形成されている。
【０００３】
狭ピッチ・短寸法配線を持つＬＳＩチップは、貫通電極基板の上面に配置される。また、
広ピッチ・長寸法配線を持つ半導体実装基板は、貫通電極基板の下面に配置される。貫通
電極基板の従来技術としては、以下の文献がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特願２００５－５１４３８７号明細書
【特許文献２】特願２０１０－５４８５８６号明細書
【特許文献３】特願２００３－５１３０３７号明細書
【特許文献４】特願２０１１－５２８８５１号明細書
【特許文献５】国際公開第２０１０／０８７４８３号
【特許文献６】国際公開第２００５／０３４５９４号
【特許文献７】国際公開第２００３／００７３７０号
【特許文献８】国際公開第２０１１／０２４９２１号
【特許文献９】特許第４２４１２０２号
【特許文献１０】特許第４２０３２７７号
【特許文献１１】特許第４３１９８３１号
【特許文献１２】特許第４０２２１８０号
【特許文献１３】特許第４５６４３４２号
【特許文献１４】特許第４８３５１４１号
【特許文献１５】特許第５１１９６２３号
【特許文献１６】特開２００９－２３３４１号公報
【特許文献１７】特許第２９７６９５５号
【特許文献１８】特開２００３－２４３３９６号公報
【特許文献１９】特開２００３－１９８０６９号公報
【特許文献２０】特許第４０１２３７５号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
貫通電極においては、上記のように貫通孔内に導電材を充填物として充填したり、または
、貫通孔の側壁に沿って導電膜を形成し、貫通孔内の残部に絶縁性樹脂を充填物として充
填したりすることがある。貫通電極においては、貫通孔内に充填された充填物の脱落防止
のために、貫通孔の内部にテーパを持たせたり、貫通孔内部にクレータ状の多数の凹凸を
形成したりする技術が知られている（特許文献３、特許文献４）。
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【０００６】
しかし、このような技術によって充填物の脱落を防止しようとしても、充填物と貫通孔の
側壁との間に空隙が生じ、そこにガス溜まりが生じることがある。この状態で基板に熱が
加わると、従来の技術においては、ガス溜まりに溜まっていたガスが膨張し、貫通孔や充
填物の破壊などが起こり、充填物が脱落してしまうという不具合を引き起こす虞がある。
【０００７】
そこで、本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、貫通孔内のガス溜まり
に溜まるガスによる不具合を解消し、貫通孔内の充填物の脱落防止を可能とした貫通電極
基板及び半導体装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一実施形態によると、
第１面の第１開口と第２面の第２開口とを貫通する貫通孔を有する基板と、
前記貫通孔内に配置された充填物と、を備え、
前記第２開口は前記第１開口よりも大きく、かつ、前記第１開口と前記第２開口との間に
平面視における面積が最も小さい最小開口部が存在し、
前記第２開口と前記最小開口部との間に、断面視において前記貫通孔の側壁の少なくとも
一部が、変曲点を有する曲線を含み、
前記第１面及び前記第２面の何れか一方に露出する前記充填物に接触するように配置され
た気体放出部を有することを特徴とする貫通電極基板が提供される。
また、前記第２開口と前記変曲点との間に平面視における面積が最も大きい最大開口部が
存在してもよい。
 
【０００９】
また、本発明の一実施形態によると、
第１面の第１開口と第２面の第２開口とを貫通し、前記第１開口と前記第２開口との間に
前記第１開口より平面視における面積が小さい第１部分並びに前記第１部分及び前記第１
開口より平面視における面積が大きい第２部分を有する貫通孔を有する基板と、
前記貫通孔内に配置された充填物と、を備え、
前記第１部分と前記第２部分との間に、断面視において前記貫通孔の側壁の少なくとも一
部が、変曲点を有する曲線を含み、
前記第１面及び前記第２面の何れか一方に露出する前記充填物に接触するように配置され
た気体放出部を有することを特徴とする貫通電極基板が提供される。
また、前記第２開口は、前記第１開口より平面視における面積が大きく、前記第２部分は
、前記第２開口より平面視における面積が大きくてもよい。
【００１０】
また、断面視において前記貫通孔の側壁の少なくとも一部が、変曲点を有する曲線を含む
ようにしてもよい。
【００１１】
前記気体放出部は、前記貫通孔内の気体を外部に放出させる絶縁性樹脂であってもよい。
【００１２】
前記気体放出部の少なくとも一部は、前記貫通孔の側壁と前記充填物との間にも配置され
るようにしてもよい。
【００１３】
前記気体放出部は開口を有し、前記気体放出部の開口は、前記基板側から離間するにした
がって平面視における面積が大きくなるようにしてもよい。
【００１４】
前記貫通孔の側壁と前記充填物との間には、導電膜が配置されるようにしてもよい。
【００１５】
前記貫通孔の側壁と前記充填物との間には、前記貫通孔の側壁側から絶縁膜及び導電膜が
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順に配置されるようにしてもよい。
【００１６】
前記導電膜は、前記第１面及び前記第２面上にも配置されるようにしてもよい。
【００１７】
前記充填物は、導電性材料であってもよい。
【００１８】
前記充填物は、絶縁性材料であってもよい。
【００１９】
前記基板は、絶縁性を有する基板であってもよい。
【００２０】
前記基板は、導電性を有する基板であってもよい。
【００２１】
前記気体放出部は、開口を有し、
前記気体放出部の開口が前記第１開口及び前記第２開口と重畳するようにしてもよい。
【００２２】
前記気体放出部は、開口を有し、
前記気体放出部の開口が前記第１開口及び前記第２開口と重畳しないようにしてもよい。
【００２３】
前記気体放出部は、前記第１面及び前記第２面に配置され、
前記第２面側の前記気体放出部が前記充填物に接触する面積が、前記第１面側の前記気体
放出部が前記充填物に接触する面積よりも大きいようにしてもよい。
【００２４】
また、本発明の一実施形態によると、ＬＳＩ基板と、半導体チップと、本発明の貫通電極
基板とを有する半導体装置が提供される。
【発明の効果】
【００２５】
本発明によれば、貫通孔内のガス溜まりに溜まるガスによる不具合を解消し、貫通孔内の
充填物の脱落防止を可能とし、信頼性の高い貫通電極基板及び半導体装置を提供すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】第１実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成を示す図である。
【図２】第２実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００の構成を示す図である。
【図３】第３実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００の構成を示す図である。
【図４】第４実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００の構成を示す図である。
【図５】第５実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成を示す図である。
【図６】第６実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成を示す図である。
【図７】第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成を示す図である。
【図８】第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００における充填物１０５上の開口
（ビア）１１０のアライメントがずれた例を示す。
【図９】第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００の構成を示す図である。
【図１０】第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００の構成を示す図である。
【図１１】第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００の構成を示す図である。
【図１２】第８実施形態に係る本発明の半導体装置１０００の構成を示す図である。
【図１３】第８実施形態に係る本発明の半導体装置１０００の構成を示す図である。
【図１４】第８実施形態に係る本発明の半導体装置１０００の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、図面を参照して、本発明の貫通電極基板の詳細に説明する。なお、本発明の貫通電
極基板は以下の実施形態に限定されることはなく、種々の変形を行ない実施することが可
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能である。全ての実施形態においては、同じ構成要素には同一符号を付して説明する。
【００２８】
（第１実施形態）
第１実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成について、図１を参照して説明す
る。図１（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００を上面から見た平面図
である。図１（Ｂ）は、図１（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図１（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の一部を示し
ている。
【００２９】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００は、基板１０２、貫通孔１０４、充填物１
０５、絶縁層１０６及び１０８、ビア１１０及び１１２を備えている。なお、基板１０２
の第１面１０２ａ及び第２面１０２ｂ側それぞれに、更に配線構造体、電子部品等が搭載
されていてもよい。
【００３０】
本実施形態においては、基板１０２は絶縁性を有するものであり、例えば、ガラス、サフ
ァイア、樹脂などを用いることができる。基板１０２は、その厚さに特に制限はないが、
例えば、１０μｍ～１ｍｍの範囲で適宜設定することができる。
【００３１】
貫通孔１０４は、基板１０２の第１面１０２ａに配置された第１開口１０４ａ及び第１面
１０２ａの反対側の面である第２面１０２ｂに配置された第２開口１０４ｂを貫通する貫
通孔である。貫通孔１０４は、第１開口１０４ａから第２開口１０４ｂに向かって、その
形状が一定ではなく変化している。言い換えると、貫通孔１０４は、第１開口１０４ａか
ら第２開口１０４ｂに向かって、その側壁の形状が一定ではなく変化している。貫通孔１
０４は、典型的には、第２開口１０４ｂが第１開口１０４ａよりも大きく、第１開口１０
４ａと第２開口１０４ｂとの間にくびれ（くびれ部）を有する。より具体的には、貫通孔
１０４は、平面視における（即ち上面から見て）最小面積Ｍを有する最小開口部１０４ｃ
、断面視において（即ちＡ－Ａ’断面で見て）貫通孔１０４の側壁が曲線によって変化し
ている変曲点１０４ｄ（変曲点１０４ｄを有する曲線）、及び平面視における（即ち上面
から見て）最大面積Ｌを有する最大開口部１０４ｅを有している。本実施形態においては
、貫通孔１０４の変曲点１０４ｄは貫通孔１０４の中心よりも第２開口１０４ｂ寄りに配
置されているが、これに限定されるわけでは無く、貫通孔１０４の変曲点１０４ｄが貫通
孔１０４の中心よりも第１開口１０４ａ寄りに配置されるようにしてもよい。なお、貫通
孔１０４は、基板１０２にエッチング加工、レーザ加工、サンドブラスト加工などを施す
ことにより形成することができる。貫通孔１０４は、その大きさに特に制限はないが、最
大開口部１０４ｅの大きさが２００μｍ以下とすることが、狭ピッチ化を実現するために
は好ましい。
【００３２】
貫通孔１０４の内部には充填物１０５が配置されている。本実施形態においては、充填物
１０５は導電性の材料であり、例えば、Ｃｕなどの金属の析出物、Ｃｕなどを含む導電性
ペースト、導電性樹脂などの導電性材料が用いられる。充填物１０５としてＣｕなどの金
属を用いる場合は、電解めっき充填法が用いられる。充填物１０５として流動性のある導
電性ペースト又は導電性樹脂を材料として用いる場合は、ヘラやスクレイバーなどを用い
て貫通孔１０４に導電性ペースト又は導電性樹脂を充填し、その後熱処理などを行うこと
によって充填物１０５を形成することができる。
【００３３】
絶縁層１０６及び１０８は、それぞれ、基板１０２の第１面１０２ａ上及び第２面１０２
ｂ上に直接あるいは中間層（図示せず）を介して配置されている。絶縁層１０６及び１０
８は、例えば、ポリイミド、ベンゾシクロブテン等の絶縁性樹脂材料により形成されてお
り、ガス放出機能を有する絶縁物であればよい。絶縁層１０６及び１０８は、貫通孔１０
４内で発生し放出されるガスを外部に放出させる（ガスを透過させる）気体放出部として
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作用する。絶縁層（気体放出部）１０６及び１０８の少なくとも一方は、基板１０２の第
１面１０２ａ及び第２面１０２ｂに露出する充填物１０５に接触するように配置されてい
る。また、貫通孔１０４の側壁と充填物１０５との間に空隙が存在する場合、絶縁層（気
体放出部）１０６及び１０８の一部を貫通孔１０４の側壁と充填物１０５との間に配置し
、つまり、貫通孔１０４の側壁と充填物１０５の間に絶縁層１０６及び１０８が入り込む
ようにしてもよい。絶縁層１０６及び１０８は、例えば、感光性の絶縁性材料を用いて、
フォトリソグラフィにより所望のパターニングがなされて形成される。
【００３４】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、上述したとおり、貫通孔１０
４は、最小開口部１０４ｃ、変曲点１０４ｄ及び最大開口部１０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔１０４には充填物１０５が充填されている。図１に示す場合、第２面１０２
ｂ側の貫通孔１０４の部分の方が、第１面１０２ａ側の貫通孔１０４の部分よりも充填物
１０５の存在量が多くなっており、それに伴い、放出されるガスの量も多くなる。第２面
１０２ｂ側の気体放出部１０６が充填物１０５に接触する面積が、第１面１０２ａ側の気
体放出部１０８が充填物１０５に接触する面積よりも大きくなるようにして、第２面側の
気体放出部１０８からのガスの放出量が多くなるようにしてもよい。さらに、第２開口１
０４ｂは、第１開口１０４ａよりも大きいことから、ビア１１０とビア１１２の径を略同
一とすることにより簡便に上述の接触面積の関係を得ることができる。
【００３５】
開口であるビア１１０及び１１２は、それぞれ、絶縁層（気体放出部）１０６及び１０８
に形成された穴である。説明の便宜上図示しないが、めっきやスパッタリングによって、
ビア１１０及び１１２に配線が形成される。これらの配線が貫通孔１０４内に配置された
充填物１０５とコンタクトし、これら配線同士が導通する。図１（ｂ）に示すように、絶
縁層（気体放出部）１０６及び１０８の開口であるビア１１０及び１１２は、それぞれ、
基板１０２の第１開口及び第２開口と重畳するように形成される。言い換えると、絶縁層
（気体放出部）１０６及び１０８の開口であるビア１１０及び１１２は、それぞれ、基板
１０２の第１開口及び第２開口の直上に配置される。また、絶縁層（気体放出部）１０６
及び１０８の開口であるビア１１０及び／又は１１２の一部が、それぞれ、基板１０２の
第１開口１０４ａ及び第２開口１０４ｂと重畳するように形成されるようにしてもよい。
【００３６】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、上述したとおり、貫通孔１０
４は、最小開口部１０４ｃ、変曲点１０４ｄ及び最大開口部１０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔１０４には充填物１０５が充填されている。第１開口１０４ａと第２開口１
０４ｂとの大きさに差を持たせることにより充填物の充填性を確保することができる。そ
して、充填物１０５に対して第１面１０２ａの方向に力が作用する場合は、変曲点１０４
ｄが存在することによって、充填物１０５が基板１００から脱落することを防止すること
ができる。また、充填物１０５に対して第２面１０２ｂの方向に力が作用する場合は、最
小開口部１０４ｃが存在することによって、充填物１０５が基板１００から脱落すること
を防止することができる。なお、本実施形態に係る貫通電極基板１００においては、最小
開口部１０４ｃ、最大開口部１０４ｄの両方または何れか一方のみを有しているものであ
ってもよい。よって、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、充填物
１０５の充填性を確保し、かつ、充填物１０５が上下何れの方向へも脱落することを防止
することができる。
【００３７】
また、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、上述したとおり、絶縁
層（気体放出部）１０６及び１０８の少なくとも一方は、基板１０２の第１面１０２ａ及
び第２面１０２ｂに露出する充填物１０５に接触するように配置されている。よって、絶
縁層（気体放出部）１０６及び／又は１０８が、この貫通孔１０４内で発生し放出される
ガスを外部に放出させることができ、貫通孔１０４内のガス溜まりに溜まるガスによる不
具合を解消し、貫通孔１０４内の充填物１０５の脱落防止を可能とし、信頼性の高い貫通
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電極基板を提供することができる。
【００３８】
なお、貫通孔１０４の側壁と充填物１０５との間には空間が無いことが好ましいが、貫通
孔１０４の側壁と充填物１０５との間に若干の空間や隙間が生じてしまう場合もある。こ
のような空間や隙間が生じた場合であっても、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１
００においては、充填部１０５の脱落防止が実現できる。
【００３９】
（第２実施形態）
第２実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００の構成について、図２を参照して説明す
る。図２（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００を上面から見た平面図
である。図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図２（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００の一部を示し
ている。
【００４０】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００は、基板２０２、貫通孔２０４、充填物２
０５、絶縁層２０６及び２０８、導電膜２０７、ビア２１０及び２１２を備えている。な
お、基板２０２の第１面２０２ａ及び第２面２０２ｂ側それぞれに、更に配線構造体、電
子部品等が搭載されていてもよい。
【００４１】
本実施形態においては、基板２０２は絶縁性を有するものであり、例えば、ガラス、サフ
ァイア、樹脂などを用いることができる。基板２０２は、その厚さに特に制限はないが、
例えば、１０μｍ～１ｍｍの範囲で適宜設定することができる。
【００４２】
貫通孔２０４は、基板２０２の第１面に配置された第１開口２０４ａ及び第１面２０２ａ
の反対側の面である第２面２０２ｂに配置された第２開口２０４ｂを貫通する貫通孔であ
る。貫通孔２０４は、上述した実施形態１と同様、第１開口２０４ａから第２開口２０４
ｂに向かって、その形状が一定ではなく変化している。言い換えると、貫通孔２０４は、
第１開口２０４ａから第２開口２０４ｂに向かって、その側壁の形状が一定ではなく変化
している。貫通孔２０４は、典型的には、第２開口２０４ｂが第１開口２０４ａよりも大
きく、第１開口２０４ａと第２開口２０４ｂとの間にくびれ（くびれ部）を有する。より
具体的には、貫通孔２０４は、平面視における（即ち上面から見て）最小面積Ｍを有する
最小開口部２０４ｃ、断面視において（即ちＡ－Ａ’断面で見て）貫通孔２０４の側壁が
曲線によって変化している変曲点２０４ｄ（変曲点２０４ｄを有する曲線）、及び平面視
における（即ち上面から見て）最大面積Ｌを有する最大開口部２０４ｅを有している。本
実施形態においては、貫通孔２０４の変曲点２０４ｄは貫通孔２０４の中心よりも第２開
口２０４ｂ寄りに配置されているが、これに限定されるわけでは無く、貫通孔２０４の変
曲点２０４ｄが貫通孔２０４の中心よりも第１開口２０４ａ寄りに配置されるようにして
もよい。なお、貫通孔１０４は、基板１０２にエッチング加工、レーザ加工、サンドブラ
スト加工などを施すことにより形成することができる。貫通孔１０４は、その大きさに特
に制限はないが、最大開口部１０４ｅの大きさが２００μｍ以下とすることが、狭ピッチ
化を実現するためには好ましい。
【００４３】
貫通孔２０４の内部には導電膜２０７及び充填物２０５が配置されている。導電膜２０７
は貫通孔２０４の側壁側に配置され、導電膜２０７の一部は基板２０２の第１面２０２ａ
及び第２面２０２ｂの上部に配置される。本実施形態においては、充填物２０５は絶縁性
の材料であり、例えば、ポリイミド、ベンゾシクロブテンなどの有機材料や、酸化シリコ
ンや窒化シリコンなどの無機材料が用いられる。導電膜２０７は、例えば、めっき法、Ｃ
ＶＤ法などの方法より形成することができる。充填物２０５は、例えば、吸引、推し込み
などの方法により形成することができる。
【００４４】
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絶縁層２０６及び２０８は、それぞれ、基板２０２の第１面２０２ａ上及び第２面２０２
ｂ上に直接あるいは中間層（図示せず）を介して配置されている。絶縁層２０６及び２０
８は、ポリイミド、ベンゾシクロブテン等の絶縁性樹脂材料により形成されており、ガス
放出機能を有する絶縁物であればよい。絶縁層２０６及び２０８は、貫通孔２０４内で発
生し放出されるガスを外部に放出させる（ガスを透過させる）気体放出部として作用する
。本実施形態においては、絶縁層（気体放出部）２０６及び２０８は、基板２０２の第１
面２０２ａ及び第２面２０２ｂに露出する充填物２０５を覆って接触するように配置され
ている。絶縁層（気体放出部）２０６及び２０８の少なくとも一方は、基板２０２の第１
面２０２ａ及び第２面２０２ｂに露出する充填物２０５に接触するように配置されるよう
にしてもよい。また、貫通孔２０４の側壁と充填物２０５との間に空隙が存在する場合、
絶縁層（気体放出部）２０６及び２０８の一部を貫通孔２０４の側壁と充填物２０５との
間に配置し、つまり、貫通孔２０４の側壁と充填物２０５の間に絶縁層２０６及び２０８
が入り込むようにしてもよい。絶縁層２０６及び２０８は、例えば、感光性の絶縁性材料
を用いて、フォトリソグラフィにより所望のパターニングがなされて形成される。
【００４５】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００においては、上述したとおり、貫通孔２０
４は、最小開口部２０４ｃ、変曲点２０４ｄ及び最大開口部２０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔２０４には充填物２０５が充填されている。図２に示す場合、第２面２０２
ｂ側の貫通孔２０４の部分の方が、第１面２０２ａ側の貫通孔２０４の部分よりも充填物
２０５の存在量が多くなり、放出されるガスの量も多くなる。よって、第２面２０２ｂ側
の気体放出部２０６が充填物２０５に接触する面積が、第１面側の気体放出部２０８が充
填物２０５に接触する面積よりも大きくなるようにして、第２面側の気体放出部２０８か
らのガスの放出量が多くなるようにしてもよい。
【００４６】
開口であるビア２１０及び２１２は、それぞれ、第１面２０２ａ上及び第２面２０２ｂ上
の導電膜２０７上の２０７絶縁層（気体放出部）２０６及び２０８に形成された穴である
。説明の便宜上図示しないが、めっきやスパッタリングによって、ビア２１０及び２１２
に配線が形成される。これらの配線が第１面２０２ａ上及び第２面２０２ｂ上の導電膜２
０７にコンタクトし、これら配線同士が導通する。また、絶縁層（気体放出部）２０６及
び２０８の開口であるビア２１０及び／又は２１２の一部が、それぞれ、基板２０２の第
１開口２０４ａ及び第２開口２０４ｂと重畳するように形成されるようにしてもよい。
【００４７】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００においては、上述したとおり、貫通孔２０
４は、最小開口部２０４ｃ、変曲点２０４ｄ及び最大開口部２０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔２０４には充填物２０５が充填されている。第１開口２０４ａと第２開口２
０４ｂとの大きさに差を持たせることにより充填物の充填性を確保することができる。そ
して、充填物２０５に対して第１面２０２ａの方向に力が作用する場合は、変曲点２０４
ｄが存在することによって、充填物２０５が基板２００から脱落することを防止すること
ができる。また、充填物２０５に対して第２面２０２ｂの方向に力が作用する場合は、最
小開口部２０４ｃが存在することによって、充填物２０５が基板２００から脱落すること
を防止することができる。なお、本実施形態に係る貫通電極基板２００においては、最小
開口部２０４ｃ、最大開口部２０４ｄの両方または何れか一方のみを有しているものであ
ってもよい。よって、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００においては、充填物
２０５の充填性を確保し、かつ、充填物２０５が上下何れの方向へも脱落することを防止
することができる。
【００４８】
また、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００においては、上述したとおり、絶縁
層（気体放出部）２０６及び２０８の少なくとも一方は、基板２０２の第１面２０２ａ及
び第２面２０２ｂに露出する充填物２０５に接触するように配置されている。よって、絶
縁層（気体放出部）２０６及び／又は２０８が、この貫通孔２０４内で発生し放出される
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ガスを外部に放出させることができ、貫通孔２０４内のガス溜まりに溜まるガスによる不
具合を解消し、貫通孔２０４内の充填物２０５の脱落防止を可能とし、信頼性の高い貫通
電極基板を提供することができる。
【００４９】
なお、貫通孔２０４の側壁側に配置された導電膜２０７と充填物２０５との間には空間が
無いことが好ましいが、導電膜２０７と充填物２０５との間に若干の空間や隙間が生じて
しまう場合もある。このような空間や隙間が生じた場合であっても、本実施形態に係る本
発明の貫通電極基板２００においては、充填部２０５の脱落防止が実現できる。
【００５０】
（第３実施形態）
第３実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００の構成について、図３を参照して説明す
る。図３（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００を上面から見た平面図
である。図３（Ｂ）は、図３（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図３（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００の一部を示し
ている。
【００５１】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００は、基板３０２、貫通孔３０４、充填物３
０５、絶縁層３０６及び３０８、絶縁層３０７、ビア３１０及び３１２を備えている。な
お、基板３０２の第１面３０２ａ及び第２面３０２ｂ側それぞれに、更に配線構造体、電
子部品等が搭載されていてもよい。
【００５２】
本実施形態においては、基板３０２は導電性を有するものであり、例えば、シリコン等の
半導体や、ステンレス等の金属などを用いることができる。基板３０２は、その厚さに特
に制限はないが、例えば、１０μｍ～１ｍｍの範囲で適宜設定することができる。
【００５３】
貫通孔３０４は、上述した実施形態１及び２と同様、基板３０２の第１面３０２ａに配置
された第１開口３０４ａ及び第１面３０２ａの反対側の面である第２面３０２ｂに配置さ
れた第２開口３０４ｂを貫通する貫通孔である。貫通孔３０４は、第１開口３０４ａから
第２開口３０４ｂに向かって、その形状が一定ではなく変化している。言い換えると、貫
通孔３０４は、第１開口３０４ａから第２開口３０４ｂに向かって、その側壁の形状が一
定ではなく変化している。貫通孔３０４は、典型的には、第２開口３０４ｂが第１開口３
０４ａよりも大きく、第１開口３０４ａと第２開口３０４ｂとの間にくびれ（くびれ部）
を有する。より具体的には、貫通孔３０４は、平面視における（即ち上面から見て）最小
面積Ｍを有する最小開口部３０４ｃ、断面視において（即ちＡ－Ａ’断面で見て）貫通孔
３０４の側壁が曲線によって変化している変曲点３０４ｄ（変曲点３０４ｄを有する曲線
）、及び平面視における（即ち上面から見て）最大面積Ｌを有する最大開口部３０４ｅを
有している。本実施形態においては、貫通孔３０４の変曲点３０４ｄは貫通孔３０４の中
心よりも第２開口３０４ｂ寄りに配置されているが、これに限定されるわけでは無く、貫
通孔３０４の変曲点３０４ｄが貫通孔３０４の中心よりも第１開口３０４ａ寄りに配置さ
れるようにしてもよい。なお、貫通孔３０４は、基板３０２にエッチング加工、レーザ加
工、サンドブラスト加工などを施すことにより形成することができる。貫通孔３０４は、
その大きさに特に制限はないが、最大開口部３０４ｅの大きさが２００μｍ以下とするこ
とが、狭ピッチ化を実現するためには好ましい。
【００５４】
貫通孔３０４の内部には絶縁層３０７及び充填物３０５が配置されている。絶縁膜３０７
は貫通孔３０４の側壁側に配置され、絶縁膜３０７の一部は基板３０２の第１面及び第２
面の上部に配置される。本実施形態においては、充填物３０５は導電性の材料であり、例
えば、Ｃｕなどの金属の析出物、Ｃｕなどを含む導電性ペースト、導電性樹脂などの導電
性材料が用いられる。充填物３０５としてＣｕなどの金属を用いる場合は、電解めっき充
填法が用いられる。充填物３０５として流動性のある導電性ペースト又は導電性樹脂を材
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料として用いる場合は、ヘラやスクレイバーなどを用いて貫通孔３０４に導電性ペースト
又は導電性樹脂を充填し、その後熱処理などを行うことによって充填物３０５を形成する
ことができる。
【００５５】
絶縁層３０６及び３０８は、それぞれ、基板３０２の第１面３０２ａ上及び第２面３０２
ｂ上に直接あるいは中間層（図示せず）を介して配置されている。絶縁層３０６及び３０
８は、例えば、ポリイミド、ベンゾシクロブテン等の絶縁性樹脂材料により形成されてお
り、ガス放出機能を有する絶縁物であればよい。絶縁層３０６及び３０８は、貫通孔３０
４内で発生し放出されるガスを外部に放出させる（ガスを透過させる）気体放出部として
作用する。絶縁層（気体放出部）３０６及び３０８の少なくとも一方は、基板３０２の第
１面及び第２面に露出する充填物３０５に接触するように配置されている。また、貫通孔
３０４の側壁と充填物３０５との間に空隙が存在する場合、絶縁層（気体放出部）３０６
及び３０８の一部を貫通孔３０４の側壁と充填物３０５との間に配置し、つまり、貫通孔
３０４の側壁と充填物３０５の間に絶縁層３０６及び３０８が入り込むようにしてもよい
。絶縁層３０６及び３０８は、例えば、感光性の絶縁性材料を用いて、フォトリソグラフ
ィにより所望のパターニングがなされて形成される。
【００５６】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００においては、上述したとおり、貫通孔３０
４は、最小開口部３０４ｃ、変曲点３０４ｄ及び最大開口部３０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔３０４には充填物３０５が充填されている。図３に示す場合、第２面３０２
ｂ側の貫通孔３０４の部分の方が、第１面３０２ａ側の貫通孔３０４の部分よりも充填物
３０５の存在量が多くなっており、それに伴い放出されるガスの量も多くなる。よって、
第２面側の気体放出部３０６が充填物３０５に接触する面積が、第１面３０２ａ側の気体
放出部３０８が充填物３０５に接触する面積よりも大きくなるようにして、第２面３０２
ｂ側の気体放出部３０８からのガスの放出量が多くなるようにしてもよい。さらに、第２
開口３０４ｂは、第１開口３０４ａよりも大きいことから、ビア３１０とビア３１２の径
を略同一とすることにより簡便に上述の接触面積の関係を得ることができる。
【００５７】
開口であるビア３１０及び３１２は、それぞれ、絶縁層（気体放出部）３０６及び３０８
に形成された穴である。説明の便宜上図示しないが、めっきやスパッタリングによって、
ビア３１０及び３１２に配線が形成される。これらの配線が貫通孔３０４内に配置された
充填物３０５とコンタクトし、これら配線同士が導通する。図３（ｂ）に示すように、絶
縁層（気体放出部）３０６及び３０８の開口であるビア３１０及び３１２は、それぞれ、
基板３０２の第１開口３０４ａ及び第２開口３０４ｂと重畳するように形成される。言い
換えると、絶縁層（気体放出部）３０６及び３０８の開口であるビア３１０及び３１２は
、それぞれ、基板３０２の第１開口３０４ａ及び第２開口３０４ｂの直上に配置される。
また、絶縁層（気体放出部）３０６及び３０８の開口であるビア３１０及び／又は３１２
の一部が、それぞれ、基板３０２の第１開口３０４ａ及び第２開口３０４ｂと重畳するよ
うに形成されるようにしてもよい。
【００５８】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００においては、上述したとおり、貫通孔３０
４は、最小開口部３０４ｃ、変曲点３０４ｄ及び最大開口部３０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔３０４には充填物３０５が充填されている。第１開口３０４ａと第２開口３
０４ｂとの大きさに差を持たせることにより充填物の充填性を確保することができる。そ
して、充填物３０５に対して第１面３０２ａの方向に力が作用する場合は、変曲点３０４
ｄが存在することによって、充填物３０５が基板３００から脱落することを防止すること
ができる。また、充填物３０５に対して第２面３０２ａの方向に力が作用する場合は、最
小開口部３０４ｃが存在することによって、充填物３０５が基板３００から脱落すること
を防止することができる。なお、本実施形態に係る貫通電極基板３００においては、最小
開口部３０４ｃ、最大開口部３０４ｄの両方または何れか一方のみを有しているものであ
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ってもよい。よって、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００においては、充填物
３０５の充填性を確保し、かつ、充填物３０５が上下何れの方向へも脱落することを防止
することができる。
【００５９】
また、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００においては、上述したとおり、絶縁
層（気体放出部）３０６及び３０８の少なくとも一方は、基板３０２の第１面３０２ａ及
び第２面３０２ｂに露出する充填物３０５に接触するように配置されている。よって、絶
縁層（気体放出部）３０６及び／又は３０８が、この貫通孔３０４内で発生し放出される
ガスを外部に放出させることができ、貫通孔３０４内のガス溜まりに溜まるガスによる不
具合を解消し、貫通孔３０４内の充填物３０５の脱落防止を可能とし、信頼性の高い貫通
電極基板を提供することができる。
【００６０】
なお、貫通孔３０４の側壁に配置された絶縁層３０７と充填物３０５との間には空間が無
いことが好ましいが、絶縁層３０７と充填物３０５との間に若干の空間や隙間が生じてし
まう場合もある。このような空間や隙間が生じた場合であっても、本実施形態に係る本発
明の貫通電極基板３００においては、充填部３０５の脱落防止が実現できる。
【００６１】
（第４実施形態）
第４実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００の構成について、図４を参照して説明す
る。図４（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００を上面から見た平面図
である。図４（Ｂ）は、図４（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図４（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００の一部を示し
ている。
【００６２】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００は、基板４０２、貫通孔４０４、充填物４
０５、絶縁層４０６及び４０８、絶縁層４０７、導電膜４０９、ビア４１０及び４１２を
備えている。なお、基板４０２の第１面４０２ａ及び第２面４０２ｂ側それぞれに、更に
配線構造体、電子部品等が搭載されていてもよい。
【００６３】
本実施形態においては、基板４０２は導電性を有するものであり、例えば、シリコン等の
半導体や、ステンレス等の金属などを用いることができる。基板４０２は、その厚さに特
に制限はないが、例えば、１０μｍ～１ｍｍの範囲で適宜設定することができる。
【００６４】
貫通孔４０４は、基板４０２の第１面４０２ａに配置された第１開口４０４ａ及び第１面
４０２ａの反対側の面である第２面４０２ｂに配置された第２開口４０４ｂを貫通する貫
通孔である。貫通孔４０４は、上述した実施形態１乃至３と同様、第１開口４０４ａから
第２開口４０４ｂに向かって、その形状が一定ではなく変化している。言い換えると、貫
通孔４０４は、第１開口４０４ａから第２開口４０４ｂに向かって、その側壁の形状が一
定ではなく変化している。貫通孔４０４は、典型的には、第２開口４０４ｂが第１開口４
０４ａよりも大きく、第１開口４０４ａと第２開口４０４ｂとの間にくびれ（くびれ部）
を有する。より具体的には、貫通孔４０４は、平面視における（即ち上面から見て）最小
面積Ｍを有する最小開口部４０４ｃ、断面視において（即ちＡ－Ａ’断面で見て）貫通孔
４０４の側壁が曲線によって変化している変曲点４０４ｄ（変曲点４０４ｄを有する曲線
）、及び平面視における（即ち上面から見て）最大面積Ｌを有する最大開口部４０４ｅを
有している。本実施形態においては、貫通孔４０４の変曲点４０４ｄは貫通孔４０４の中
心よりも第２開口４０４ｂ寄りに配置されているが、これに限定されるわけでは無く、貫
通孔４０４の変曲点４０４ｄが貫通孔４０４の中心よりも第１開口４０４ａ寄りに配置さ
れるようにしてもよい。なお、貫通孔４０４は、基板４０２にエッチング加工、レーザ加
工、サンドブラスト加工などを施すことにより形成することができる。貫通孔４０４は、
その大きさに特に制限はないが、最大開口部４０４ｅの大きさが２００μｍ以下とするこ
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とが、狭ピッチ化を実現するためには好ましい。
【００６５】
貫通孔４０４の内部には絶縁層４０７、導電膜４０９及び充填物４０５が配置されている
。絶縁層４０７は貫通孔４０４の側壁側に配置され、絶縁層４０７の一部は基板４０２の
第１面及び第２面の上部に配置される。導電膜４０９は貫通孔４０４の絶縁層４０７側に
配置され、導電膜４０９の一部は基板４０２の第１面及び第２面の上部に配置される。本
実施形態においては、充填物４０５は絶縁性の材料であり、例えば、ポリイミド、ベンゾ
シクロブテンなどの有機材料や、酸化シリコンや窒化シリコンなどの無機材料が用いられ
る。導電膜４０７は、例えば、めっき法、ＣＶＤ法などの方法より形成することができる
。充填物４０５は、例えば、吸引、推し込みなどの方法により形成することができる。
【００６６】
絶縁層４０６及び４０８は、それぞれ、基板４０２の第１面４０２ａ上及び第２面４０２
ｂ上に直接あるいは中間層（図示せず）を介して配置されている。絶縁層４０６及び４０
８は、ポリイミド等の絶縁性樹脂材料により形成されており、ガス放出機能を有する絶縁
物であればよい。絶縁層４０６及び４０８は、貫通孔４０４内で発生し放出されるガスを
外部に放出させる（ガスを透過させる）気体放出部として作用する。本実施形態において
は、絶縁層（気体放出部）４０６及び４０８は、基板２０２の第１面及び第２面に露出す
る充填物４０５を覆って接触するように配置されている。絶縁層（気体放出部）４０６及
び４０８の少なくとも一方は、基板４０２の第１面４０２ａ及び第２面４０２ｂに露出す
る充填物４０５に接触するように配置されるようにしてもよい。また、貫通孔４０４の側
壁と充填物４０５との間に空隙が存在する場合、絶縁層（気体放出部）４０６及び４０８
の一部を貫通孔４０４の側壁及び／又は絶縁層４０７と充填物４０５との間に配置し、つ
まり、貫通孔４０４の側壁と充填物４０５の間に絶縁層４０６及び４０８が入り込むよう
にしてもよい。絶縁層４０６及び４０８は、例えば、感光性の絶縁性材料を用いて、フォ
トリソグラフィにより所望のパターニングがなされて形成される。
【００６７】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００においては、上述したとおり、貫通孔４０
４は、最小開口部４０４ｃ、変曲点４０４ｄ及び最大開口部４０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔４０４には充填物４０５が充填されている。図４に示す場合、第２面４０２
ｂ側の貫通孔４０４の部分の方が、第１面４０２ａ側の貫通孔４０４の部分よりも充填物
４０５の存在量が多くなっており、放出されるガスの量も多くなる。よって、第２面４０
２ｂ側の気体放出部４０６が充填物４０５に接触する面積が、第１面４０２ａ側の気体放
出部４０８が充填物４０５に接触する面積よりも大きくなるようにして、第２面４０２ｂ
側の気体放出部４０８からのガスの放出量が多くなるようにしてもよい。さらに、第２開
口４０４ｂは、第１開口４０４ａよりも大きいことから、ビア４１０とビア４１２の径を
略同一とすることにより簡便に上述の接触面積の関係を得ることができる。
【００６８】
開口であるビア４１０及び４１２は、それぞれ、第１面上及び第２面上の導電膜４０９上
の２０７絶縁層（気体放出部）４０６及び４０８に形成された穴である。説明の便宜上図
示しないが、めっきやスパッタリングによって、ビア４１０及び４１２に配線が形成され
る。これらの配線が第１面４０２ａ上及び第２面４０２ｂ上の導電膜４０９にコンタクト
し、これら配線同士が導通する。また、絶縁層（気体放出部）４０６及び４０８の開口で
あるビア４１０及び／又は４１２の一部が、それぞれ、基板４０２の第１開口４０４ａ及
び第２開口４０４ｂと重畳するように形成されるようにしてもよい。
【００６９】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００においては、上述したとおり、貫通孔４０
４は、最小開口部４０４ｃ、変曲点４０４ｄ及び最大開口部４０４ｅを有している。そし
てこの貫通孔４０４には充填物４０５が充填されている。第１開口４０４ａと第２開口４
０４ｂとの大きさに差を持たせることにより充填物の充填性を確保することができる。そ
して、充填物４０５に対して第１面４０２ａの方向に力が作用する場合は、変曲点４０４
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ｄが存在することによって、充填物４０５が基板４００から脱落することを防止すること
ができる。また、充填物４０５に対して第２面の方向に力が作用する場合は、最小開口部
４０４ｃが存在することによって、充填物４０５が基板４００から脱落することを防止す
ることができる。なお、本実施形態に係る貫通電極基板４００においては、最小開口部４
０４ｃ、最大開口部４０４ｄの両方または何れか一方のみを有しているものであってもよ
い。よって、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００においては、充填物４０５の
充填性を確保し、かつ、充填物４０５が上下何れの方向へも脱落することを防止すること
ができる。
【００７０】
また、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００においては、上述したとおり、絶縁
層（気体放出部）４０６及び４０８の少なくとも一方は、基板４０２の第１面４０２ａ及
び第２面４０２ｂに露出する充填物４０５に接触するように配置されている。よって、絶
縁層（気体放出部）４０６及び／又は４０８が、この貫通孔４０４内で発生し放出される
ガスを外部に放出させることができ、貫通孔４０４内のガス溜まりに溜まるガスによる不
具合を解消し、貫通孔４０４内の充填物４０５の脱落防止を可能とし、信頼性の高い貫通
電極基板を提供することができる。
【００７１】
なお、貫通孔４０４に配置された導電膜４０９と充填物２０５との間には空間が無いこと
が好ましいが、導電膜２０９と充填物４０５との間に若干の空間や隙間が生じてしまう場
合もある。このような空間や隙間が生じた場合であっても、本実施形態に係る本発明の貫
通電極基板４００においては、充填部４０５の脱落防止が実現できる。
【００７２】
（第５実施形態）
図５（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の断面図である。また、図
５（Ｂ）は、図５（Ａ）における１０４ｆの部分の拡大図である。なお、図４（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の一部を示し
ている。
【００７３】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００は、実施形態１に係る本発明の貫通電極基
板１００において、図５（Ａ）に示すとおり、貫通孔１０４の第１開口１０４ａの第１面
との接続部分１０４ｆが曲面を有している。また、貫通孔１０４の第２開口１０４ｂの第
２面との接続部分１０４ｇが曲面を有している。その他の構成については、実施形態１と
同様であるので、説明は省略する。
【００７４】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、貫通孔１０４の接続部分１０
４ｆ及び１０４ｇがそれぞれ曲面を有しているので、充填物４０５を充填し易くすること
ができる。
【００７５】
また、上述した他の実施形態２～４においても、貫通孔の第１開口の第１面との接続部分
が曲面を有するようにし、また、貫通孔の第２開口の第１面との接続部分が曲面を有する
ようにすることによって、本実施形態と同様の構成を採用することができる。
【００７６】
（第６実施形態）
第６実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成について、図６を参照して説明す
る。図６（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００を上面から見た平面図
である。図６（Ｂ）は、図４（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図６（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の一部を示し
ている。
【００７７】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００は、実施形態１に係る本発明の貫通電極基
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板１００において、図５（Ａ）に示すとおり、貫通孔１０４の変曲点１０４ｄが貫通孔１
０４の中心よりも第１開口１０４ａ寄りに配置されている。その他の構成については、実
施形態１と同様であるので、説明は省略する。
【００７８】
また、上述した他の実施形態２～５においても、貫通孔の変曲点を貫通孔の中心よりも第
１開口寄りに配置することによって、本実施形態と同様の構成を採用することができる。
【００７９】
（第７実施形態）
第７実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の構成について、図７を参照して説明す
る。図７（Ａ）は、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００を上面から見た平面図
である。図７（Ｂ）は、図７（Ａ）のＡ－Ａ’線の断面図である。なお、図７（Ａ）及び
（Ｂ）とも、説明の便宜上、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の一部を示し
ている。
【００８０】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００は、実施形態１に係る本発明の貫通電極基
板１００において、図７（Ａ）に示すとおり、気体放出部１０６及び１０８の開口（ビア
）１１０及び１１２は、基板１０２側から離間するにしたがって平面視において（即ち上
面から見て）面積が大きくなるように設けられている。言い換えると、断面視において（
即ちＡ－Ａ’断面で見て）、気体放出部１０６及び１０８と充填物１０５とのなす角度α
が約４５度～約８９度の角度を有している。その他の構成については、実施形態１と同様
であるので、説明は省略する。絶縁層１０６及び１０８は、例えば、感光性の絶縁性材料
を用いて、フォトリソグラフィにより所望のパターニングがなされて形成されるが、この
露光条件を調整することにより気体放出部１０６及び１０８の開口（ビア）１１０及び１
１２は、基板１０２側から離間するにしたがって平面視において面積が大きくなるように
形成できる。
【００８１】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００においては、上述したような構成を有する
ことにより、開口（ビア）に配置される配線の段切れを防止することができる。
【００８２】
また、本実施形態に係る本発明の貫通電極基板１００の概略平面図を図８（Ａ）及び（Ｂ
）に示す。本実施形態においては、気体放出部１０６及び１０８の開口（ビア）１１０及
び１１２は、基板１０２側から離間するにしたがって平面視において（即ち上面から見て
）面積が大きくなるように設けられており、充填物１０５上の開口（ビア）１１０及び１
１２の面積を小さくすることができ、開口（ビア）１１０及び１１２と充填物１０５との
コンタクトを確保できるので、開口（ビア）１１０及び１１２を形成する際のアライメン
トずれによるコンタクト不良の可能性を小さくすることができる。
【００８３】
例えば、図８（Ａ）は、充填物１０５上の開口（ビア）１１０が右側にずれた場合を示す
。また、図８（Ｂ）は、充填物１０５上の開口（ビア）１１０が右側にずれて、開口（ビ
ア）１１０の一部は充填物１０５上から外れてしまう場合を示す。図８（Ａ）及び（Ｂ）
に示す場合においても、開口（ビア）１１０及び１１２と充填物１０５とのコンタクトを
確保できるので、開口（ビア）１１０及び１１２のアライメントずれによるコンタクト不
良の可能性を小さくすることができる。
【００８４】
また、上述した他の実施形態２～４においても、図９～図１１に示すように、本実施形態
と同様の構成を採用することができる。以下説明する。
【００８５】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板２００は、実施形態２に係る本発明の貫通電極基
板２００において、図９（Ａ）に示すとおり、気体放出部２０６及び２０８の開口（ビア
）２１０及び２１２は、基板２０２側から離間するにしたがって平面視において（即ち上
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面から見て）面積が大きくなるように設けられている。言い換えると、断面視において（
即ちＡ－Ａ’断面で見て）、気体放出部２０６及び２０８と充填物２０５とのなす角度α
が約４５度～約８９度の角度を有している。その他の構成については、実施形態２と同様
であるので、説明は省略する。
【００８６】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板３００は、実施形態３に係る本発明の貫通電極基
板３００において、図１０（Ａ）に示すとおり、気体放出部３０６及び３０８の開口（ビ
ア）３１０及び３１２は、基板３０２側から離間するにしたがって平面視において（即ち
上面から見て）面積が大きくなるように設けられている。言い換えると、断面視において
（即ちＡ－Ａ’断面で見て）、気体放出部３０６及び３０８と充填物３０５とのなす角度
αが約４５度～約８９度の角度を有している。その他の構成については、実施形態３と同
様であるので、説明は省略する。
【００８７】
本実施形態に係る本発明の貫通電極基板４００は、実施形態４に係る本発明の貫通電極基
板４００において、図１１（Ａ）に示すとおり、気体放出部４０６及び４０８の開口（ビ
ア）４１０及び４１２は、基板４０２側から離間するにしたがって平面視において（即ち
上面から見て）面積が大きくなるように設けられている。言い換えると、断面視において
（即ちＡ－Ａ’断面で見て）、気体放出部４０６及び４０８と充填物４０５とのなす角度
αが約４５度～約８９度の角度を有している。その他の構成については、実施形態４と同
様であるので、説明は省略する。
【００８８】
以上説明したとおり、本実施形態の何れの構成においても、充填物上の開口（ビア）の面
積を小さくすることができ、開口（ビア）と充填物とのコンタクトを確保できるので、開
口（ビア）を形成する際のアライメントずれによるコンタクト不良の可能性を小さくする
ことができる。
【００８９】
（第８実施形態）
第８実施形態に係る本発明の半導体装置１０００の構成について、図１２～１４を参照し
て説明する。本実施形態においては、上述した第１～第７実施形態における貫通電極基板
を用いた半導体装置１０００について説明する。
【００９０】
図１２は、本実施形態に係る半導体装置１０００を示す図である。半導体装置１０００は
、３つの本発明に係る貫通電極基板１００が積層され、ＬＳＩ基板（半導体基板）５００
に接続されている。ＬＳＩ基板５００には、配線層５０２が設けられている。貫通電極基
板１００上には、例えば、ＤＲＡＭ等の半導体素子が配置されている。貫通電極基板１０
０には配線層１２０が設けられている。図１２に示すように、ＬＳＩ基板５００の配線層
５０２と貫通電極基板１００の配線層１２０とがバンプ１００２を介して接続される。バ
ンプ１００２には、例えば、インジウム、銅、金等の金属が用いられる。また、図１２に
示すように、貫通電極基板１００の配線層１２０と別の貫通電極基板１００の配線層１２
０とは、バンプ１００２を介して接続される。
【００９１】
なお、貫通電極基板１００を積層する場合には、３層に限らず、２層であってもよいし、
あるいは４層以上であってもよい。また、貫通電極基板１００と他の基板との接続におい
ては、バンプによるものに限らず、共晶接合など、他の接合技術を用いてもよい。また、
ポリイミド、エポキシ樹脂等を塗布、焼成して、貫通電極基板１００と他の基板とを接着
してもよい。
【００９２】
図１３は、本実施形態に係る本発明の半導体装置１０００の別の例を示す図である。図１
３に示す半導体装置１０００は、ＭＥＭＳデバイス、ＣＰＵ、メモリ、ＩＣ等の半導体チ
ップ（ＬＳＩチップ）６００及び６０２、並びに貫通電極基板１００が積層され、ＬＳＩ
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基板５００に接続されている。
【００９３】
半導体チップ６０００と半導体チップ６０２との間に貫通電極基板１００が配置され、バ
ンプ１００２により両者が接続されている。ＬＳＩ基板５００上に半導体チップ６００が
載置され、ＬＳＩ基板５００と半導体チップ６０２とはワイヤ６０４により接続されてい
る。この例では、貫通電極基板１００は、複数の半導体チップを積層して３次元実装する
ためのインターポーザとして用いられ、それぞれ機能の異なる複数の半導体チップを積層
することで、多機能の半導体装置とすることができる。例えば、半導体チップ６００を３
軸加速度センサとし、半導体チップ６０２を２軸磁気センサとすることによって、５軸モ
ーションセンサを１つのモジュールで実現した半導体装置を実現することができる。
【００９４】
半導体チップがＭＥＭＳデバイスにより形成されたセンサなどである場合には、センシン
グ結果がアナログ信号により出力されるようなときがある。この場合には、ローパスフィ
ルタ、アンプ等についても半導体チップ６００、６０２または貫通電極基板１００に形成
してもよい。
【００９５】
図１４は、本実施形態に係る半導体装置１０００の別の例を示す図である。上述した２つ
の例（図１２、図１３）は、３次元実装であったが、この例では、貫通電極基板１００を
２次元と３次元との併用実装に適用した例である。図１４に示す例では、ＬＳＩ基板５０
０には、６つの貫通電極基板１００が積層されて接続されている。ただし、全ての貫通電
極基板１００が積層して配置されているだけでなく、基板面内方向にも並んで配置されて
いる。
【００９６】
図１４の例では、ＬＳＩ基板５００上に２つの貫通電極基板１００が接続され、それらの
貫通電極基板１００上にさらに貫通電極基板１００が接続され、さらに貫通電極基板１０
上に貫通電極基板１００が接続されている。なお、図１３に示す例のように、貫通電極基
板１００を複数の半導体チップを接続するためのインターポーザとして用いても、このよ
う２次元と３次元との併用実装が可能である。例えば、いくつかの貫通電極基板１００を
半導体チップに置き換えてもよい。
【００９７】
また、図１２～１４の例おいては、貫通電極基板として第１実施形態に係る本発明の貫通
電極基板１００を用いる例を示したが、これに限定されるわけではなく、他の実施形態に
係る本発明の貫通電極基板２００、３００及び／又は４００を用いてもよい。
【００９８】
本実施形態に係る本発明の半導体装置１０００は、例えば、携帯端末（携帯電話、スマー
トフォンおよびノート型パーソナルコンピュータ等）、情報処理装置（デスクトップ型パ
ーソナルコンピュータ、サーバ、カーナビゲーション等）、家電等、様々な電気機器に搭
載される
【符号の説明】
【００９９】
１００、２００、３００、４００　貫通電極基板
１０２、２０２、３０２、４０２　基板
１０４、２０４、３０４、４０４　貫通孔
１０５、２０５、３０５、４０５　充填物
１０６、１０８、２０６、２０８、３０６、３０８、４０６、４０８　絶縁層
２０７、４０９　導電膜
３０７、４０７　絶縁層
１１０、１１２、２１０、２１２、３１０、３１２、４１０、４１２　ビア（開口）
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【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】
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